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特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案（概要）

集団予防接種等の際の注射器の連続使用によりＢ型肝炎ウイルスに感染した者等に対する給付金の請求期限について、現下
の請求状況等を勘案して延長するとともに、給付金の支給対象について拡大する等の措置を講ずるもの。

１ 改正の趣旨

（１）給付金の請求期限の延長
給付金の請求期限（平成２９年１月１２日までに提訴）を、平成３４年１月１２日まで、５年間延長する。

（２）給付金の支給対象の拡大

死亡又は発症後提訴までに２０年を経過した「死亡・肝がん・肝硬変」の患者等に対する給付金額を法律上
に新たに位置づける。

２ 改正の概要

公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日（一部公布日施行）

３ 施行期日

➢ Ｂ肝特措法の対象者の認定は、裁判上の和解手続き等で行う。
➢ 現下の請求状況を踏まえると、対象者の多くが提訴していないと考えられる。
・推計対象者数の約４５万人に対し、提訴者実績は約２万９千人(平成２７年１２月現在)
・提訴件数は平成２７年度に入って増加傾向にあり、毎月約１０００件程度

➢ 平成２７年３月２７日に、国と原告団・弁護団との間で、死亡又は発症後提訴までに２０年を経過した「死亡・肝がん・肝硬変」の患
者等に和解金を支払うこと及びその金額等を合意済み。

（予算関連法案）

右以外 発症後２０年が経過した者

死亡・肝がん・肝硬変（重度） 3,600万円 定めなし

肝硬変（軽度） 2,500万円 定めなし

慢性肝炎 1,250万円 300万円（150万円*）

無症候性キャリア 600万円 50万円

【現行】 【改正後】

右以外 発症後２０年が経過した者

3,600万円 ９００万円

2,500万円 ６００万円（３００万円*）

1,250万円 300万円（150万円*）

600万円 50万円

*現にり患しておらず、治療を受けたこともない者に対する給付金額。



特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の概要

集団予防接種等の際の注射器の連続使用によるＢ型肝炎ウイルスの感染被害の全体的な解決を図るため、当該連続使用に
よってＢ型肝炎ウイルスに感染した者及びその者から母子感染した者等を対象とする給付金等を支給するため、所要の措置を講
ずるもの。

（１） 対象者は、昭和23年から昭和63年までの集団予防接種等における注射器の連続使用により、７歳になるまでの間にＢ型
肝炎ウイルスに感染した者及びその者から母子感染した者等（特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者）

（２） 対象者の認定は、裁判上の和解手続等（確定判決、和解、調停）において行う。

１．対象者

（１） 特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金：

※ 訴訟手当金として、弁護士費用、検査費用を支給。
（２） 追加給付金： （１）の受給者について、病態が進展した場合、既に支給した金額との差額（⑤及び⑥は全額）を支給
他に、⑥については、定期検査費等に係る一部負担金相当等を支給

２．特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者を対象とする給付金等の支給

・社会保険診療報酬支払基金に基金を設置し、政府が資金を交付。
・政府は、平成24年度から平成28年度までの各年度において支払基金に対して交付する資金については、平成24年度において
必要な財政上及び税制上の措置を講じて、確保（法附則）。

４．費用及び財源

施行後５年を目途に給付金の請求の状況を勘案し、請求期限及び財源について検討し、必要に応じて所要の措置を講ずる。

５．見直し規定（附則）

・平成29年１月12日までに提訴（和解日等から１か月以内に請求）
・なお、追加給付金は、病態が進展したことを知った日から３年以内に請求（新規の提訴は不要）
定期検査費等は、当該検査等を受けたときから５年以内に請求（新規の提訴は不要）

３．請求期限

※ 支給事務は、社会保険診療
報酬支払基金が実施。

① 死亡・肝がん・肝硬変（重度） 3600万円
② 肝硬変（軽度） 2500万円
③ 慢性Ｂ型肝炎（⑤の者は除く。） 1250万円
④ 無症候性持続感染者（⑥の者は除く。） 600万円

※ 給付金等を受けるためには
提訴する必要がある。

⑤ 除斥期間が経過した慢性Ｂ型肝炎
ア 現在、慢性肝炎にり患している者 等 300万円
イ 過去、慢性肝炎にり患した者のうちア以外の者 150万円

⑥ 除斥期間が経過した無症候性持続感染者 50万円
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提訴者数 1,424 2,180 3,201 4,014 5,185 6,104 6,988 7,949 8,781 9,711 10,732 11,636 12,583 13,530

和解者数 39 122 249 373 621 915 1,414 2,044 2,903 3,585 4,222 5,077 5,710 6,490
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提訴者数 14,496 15,456 16,467 17,587 18,509 19,537 20,744 22,041 23,732 25,867 28,127 29,118

和解者数 7,270 7,900 8,748 9,819 10,878 12,239 13,525 14,447 15,691 16,976 18,174 18,572



ポスター・リーフレットの配布



○ 現行のＢ肝特措法において、発症後２０年を経過して提訴をした原告（いわゆる除斥期間が経過した者）につい
ては、「慢性肝炎」及び「無症候性キャリア」に対する給付金の金額が定められている一方、「死亡・肝がん・肝
硬変」の患者については、平成２３年の法制定時に提訴者がおらず、金額が定められていない。

○ 法施行後、こうした者から提訴がなされたことから、法制定時の附帯決議（※１）も踏まえ、国は、平成２６年
３月に札幌地裁に所見を求めたところ、平成２７年２月２７日の裁判所からの和解勧告に基づき、同年３月２７日
に国と原告が「基本合意書（その２）」を締結し、和解した。
※１ 【法制定時の附帯決議】（衆・参ともに同様の規定あり）

今後、除斥期間を経過した肝硬変、肝がんの患者等の感染被害者が提訴した場合には、基本合意書の趣旨、本委員会における厚生
労働大臣の答弁等に照らし、裁判所の仲介の下で、誠実に協議するよう努めること。

※２ 発症後２０年を経過した死亡・肝がん・肝硬変の患者は、札幌、東京、大阪など全国の地裁で訴訟を提起している（全国で10地裁、80名程
度）が、和解協議は札幌地裁において一括して実施している。

○ これらの対象者については、現在、個別の訴訟における和解金として法制度の枠外として支払いを行っている
が、その財源確保を図るとともに他の類型と同様の給付の仕組みの対象とするため、Ｂ肝特措法に位置づける。

右以外
発症後２０年が

経過した者（注1）

死亡・肝がん・
肝硬変（重度）

3,600万円 定めなし

肝硬変（軽度） 2,500万円 定めなし

慢性肝炎 1,250万円
300万円

（150万円*）
*治療歴のない者（注2）

無症候性
キャリア

600万円 50万円

【現行】

発症後２０年が経過した「死亡・肝がん・肝硬変」の患者への給付金の支給

発症後２０年が
経過した者

９００万円

６００万円
（３００万円*）

*治療歴のない者（注2）

【改正後】

（参考）
平成２８年度までに必要となる費用は、

７億円程度（約１００人）と見込んでいる。

（注１）「死亡」は死亡後、「肝がん・肝硬変・慢性肝炎」は発症後、「無症候性キャリア」は集団予防接種を受けた日後、それぞれ20年を経過した者をいう。

（注２）「治療歴のない者」は、現にり患しておらず、かつ治療を受けたこともない者をいう。


